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情　　報

地上デジタルテレビ放送への
完全移行のお知らせ

事業者の皆さんへ

夜間納税窓口の開設

サマージャンボ宝くじ

　７月 8日・9日の両日、霧多布湿原特設会場でえぞ
かんぞうまつりが開催されます。まつりでは、色々な
催しを盛りだくさん用意し、皆さんをお待ちしていま
す。
・８日 ( 土）　前夜祭　午後　６時～
・9日 ( 日）　本祭り　午前１０時～
●問い合わせ先
　　浜中町観光協会事務局（町商工観光課）
　　☎ 62－2111（内線１７１・１７２）

   地上デジタルテレビ放送は、２００３年１２月１
日から関東、中京及び近畿の一部において開始され、
２００６年末までには、全ての都道府県庁所在地にて
開始されることとなっています。現行の地上アナロ
グテレビ放送は、地上デジタル放送への移行に伴い、
２０１１年７月２４日までに終了します。
　地上デジタルテレビ放送の視聴方法など受信に関す
る相談、お問い合わせは、下記へお願いします。
●問い合わせ先
　　受信相談／総務省地上デジタルテレビジョン放送
　受診相談センター
　　☎ 0570－07－0101
●視聴エリア／（社）地上デジタル放送推進協会
　　ホームページ　http://www.d-pa.org

　町民の皆さん、身に覚えはありませんか？
　最近の悪徳商法は複雑・巧妙と手口も多様化してお
り、依然として減少傾向にありません。
　こうした中、北海道消費者協会では、「だまされな
いための１０ヵ条」を作成しましたので、皆さんの未
然防止にお役立てください。

１．うまい話は、この世にない！
２．ドアをあける前にまず目的を聞く
３．「話だけでも聞いてみよう」はキケン
４．点検を装う業者、気をつけて
５．うますぎるもうけ話には、落とし穴
６．身に覚えのない請求には応じない
７．疑おう、人のふところ聞く業者
８．勇気をだしてきっぱり断ろう！
９．しつこく言い寄る相手には１１０番
10．簡単に署名、押印せずに ｢契約は急がず慎重に！」

●問い合わせ先
　　町商工観光課商工労働係
　　☎ 62－2111（内線１７１）

 〈〈定期健康診断や健康管理を実施していますか？〉〉

　事業者は、事業場の規模や職種に関係なく、常時使
用する労働者を雇い入れた時、その後、１年以内ごと
に１回、定期に、健康診断を実施すること、また、健
康診断実施後、異常所見があると診断された労働者に
ついて、３ヵ月以内に医師などからの意見を聴き、そ
の内容を健康診断個人票に記載する必要があります。
　なお、健康診断実施結果への助言や医師が事業場を
訪問し保健指導を行うなどのサービスを、釧路地域産
業保健センター（０１５４－４１－３８５６）にて無料
で実施しています。
●問い合わせ先
　　釧路労働基準監督署
　　☎ 0154－42－9711

　自動車税など道税の納め忘れはありませんか？
　釧路支庁では、お仕事などで日中納税ができない方
のために夜間納税窓口を開設します。
　今月の開設日は次のとおりです。

○日　時　７月２１日（金）　夜８時まで
○場　所　釧路支庁１階　納税窓口
　　　　　（釧路市浦見２－２－５４）
○内　容　自動車税などの納税やご相談に応じます。
●問い合わせ先
　　　　　釧路支庁地域振興部納税課
　　　　　☎ 0154－43－9172

　『今年のサマージャンボ、億万長者が１６８人！』
☆１等　　　　２億円×４２本
☆２等　　　　１億円×１２６本
☆前後賞　　　各５千万円
　●発売日　　７月１３日（木）～８月１日（火）
　●抽選日　　８月１１日（金）

第３６回きりたっぷ湿原
えぞかんぞうまつり 「悪徳商法」に注意を
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７月１日～７日は全国安全週間です
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　厚生労働省では、企業をはじめ関係各界における安
全意識の高揚と安全活動の定着を図るため、全国安全
週間とします。
　期間は、７月１日から７日までを本週間として、全
員参加でリスクの低減　確立しよう「安全文化」をス
ローガンに全国一斉に展開されます。また、７月６日
には、午後１時３０分から釧路市民文化会館において
『釧根地区産業安全衛生大会』 が開催されますので、
各企業、事業所管理者、管理監督者、現場作業員の方
の参加をお願いします。

●問い合わせ先　釧路労働基準監督署
　　　　　　　　☎ 0154－42－9711

　釧路森づくりセンターでは、道有林１００周年記念
事業の一環として、当センター職員が収集した森林昆
虫標本の展示、道有林を紹介するパネル展示のほか、
期間内の 29 日（土）・30 日 ( 日）の 2日間、昆虫標
本作製教室・丸太切り体験・木の葉のしおりづくりな
どを行います。
　夏休みの工作づくりに来てみませんか。
○日　時　平成18年７月28日(金）～７月31日(月）
　　　　　10：00～ 16：０0
○場　所　釧路森づくりセンター（旧厚岸林務署）
○参加料　無　料
●問い合わせ先　釧路森づくりセンタ－管理課
　　　　　　　　☎ 0153－52－2165

　平成１８年７月１日から、表題の条例及び関係条例
等が施行されます。納付能力がありながら町税等の滞
納を続ける「不誠実滞納者」に対し、町が実施する奨
学金の給付や町有地の貸付など５５項目の行政サービ
スを制限する内容を盛り込んでおります。

　なお、特別措置の対象となる滞納は、平成１８年度
以降に賦課された町税及び介護保険料等の税外金で、
翌年５月末日までに納付されなかったものです。
●条例についての問い合わせ先　
　町税務課収納係　☎６2－2111（内線 163 ･ 168）

　　　　『浜中町町税等の不誠実滞納者に対する
　　　　　　　　　　　　特別措置に関する条例』が施行されます


